


『 表紙の写真： 東京国際フォーラム　 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号』

令和２ 年１ ０ 月２ ６ 日に開催した土地家屋調査士制度制定７ ０ 周年記念シンポジウムの会場である東京国際

フォーラムを東京交通会館から撮影したものです。

シンポジウムの概要は本冊子７ ページに掲載しています。
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『 公嘱協会 第2号』の発刊に寄せて

全国土地家屋調査士政治連盟

　  会　 長 椎名　 勤
　 このたび公嘱協会第２ 号が発刊されますこと 誠に

おめでとう ございます。

　 そして、 寄稿の機会をいただきましたこと 、 厚く

御礼を申し上げます。

　 政治連盟と公嘱協会は、 これから土地家屋調査

士制度が歩む道程において、 しっかりと 連携し 、 制

度の発展に貢献しなければならないと考えます。

　 令和元年度の土地家屋調査士試験受験者は

4198名でしたが、 令和２ 年度の受験者は、 おそらく

4000名を下回ったのではないでしょう か。

　 このまま受験者が減少し続ければ制度そのものの

見直しの声があがってくるでしょう 。

　 全調政連は、 そのよう なことにならないよう 、 先

人の遺産に加えインフラ向上に寄与する新たな業務

を積み上げ、 魅力ある土地家屋調査士制度として、

次の担い手に引き継ぎたいと考えています。

　 新たな業務は公共調達の中に埋もれています。

　 防災・ 減災・ 国土強靭化政策が推進される今日、

土地家屋調査士の行う 業務、 とり わけ公嘱協会が

行う 業務は、 国土強靭化政策の礎を為すものであ

り 、 その活躍が期待されています。

　 地籍調査事業における筆界未定地の解消、 官民

境界確定事務の民間委託、 狭隘道路解消、 道路内

民有地解消、 いずれも公嘱協会の得意と する分野

であります

　 全調政連は、 これらの分野において公嘱協会等

が誇りを持って専門性を発揮できる法的環境づくり

に邁進します。

　 その一環として、 土地家屋調査士法第６４ 条の改

正、 土地家屋調査士法施行規則第２９ 条の改正に

取り 組んでいますが、 実現は決して簡単ではなく 、

連合会、 全公連、 全調政連の団結が必要と 感じて

います。

　 三者は、 昨年の７０ 周年記念シンポジウムを機会

に連携を確認しましたが、 小異を捨てて大同につ

く 、 更に強い団結力で臨まなければ法改正はでき

ません。 団結を図り たいと考えます。

　 狭隘道路解消については、 前記シンポジウムでそ

の必要性を訴え、 各党議員連盟総会において、 狭

隘道路に特化した予算の創設と 国による狭隘道路

解消の指針の策定を要望しました。

　 当局はいずれの要望にも消極的でありましたが、

狭隘道路解消の必要性については認識を共有してお

りますので、 あきらめることなく 、 狭隘道路研究会

の立ち上げも 視野に入れながら 、 実現に向けた政

治活動を展開致します。

　 一昨年の法改正において、 土地家屋調査士は、

筆界を明らかにする業務の専門家である旨が法第１

条に明記され、 地位の向上が実現致しましたが、 公

嘱協会や調査士法人が筆界を明らかにする業務を

行える明文の規程は、 今なお存在しません。

　 この問題は極めて重要であり 、 最優先課題とし

て、 社会の要請、 実状に照らした法令改正を連合

会、 全公連と 連携し求めて行きたいと考えます。

　 各単位公嘱協会及び社員の皆様におかれまして

は、 力強いご支援、 ご協力を賜り ますよう よろしく

お願い申し上げます。
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△作業区域内の完成後の堤防。
左側は旧北上川。（ 中央２ 丁目付近）

△縦覧の受付付近。 感染症対策が施されている ）。

　 ≪令和元・ ２ 年度震災復興型地図作成作業概要≫

地　 区： 石巻市住吉・ 中央・ 石巻駅周辺地区

（ 石巻市旭町、 鋳銭場、 駅前北通り 一丁目、 住吉町一丁目及び二丁目、 千石町、 立町一丁目及び二丁目、 中央一

丁目から三丁目まで（ 区画整理実施地区及び区画整理実施予定地区を除く ）、 東中里一丁目から三丁目まで並び

に元倉一丁目及び二丁目の全部）

面　 積： １ ． ０ ０ 平方キロメートル

筆　 数： ４ ， ８ ５１ 筆

　 このような異例な状況下ではありましたが、 各担当

者の努力の甲斐もあり 、 作業も順調に進んでいき、

無事に縦覧も終えることが出来ております。

　 今後も感染症に十分気を付けて業務完了を達成さ

せたいと思っております。

今回の作業概要につきましては下記の通りとなります。
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地籍調査事業と 筆界特定制度

１ ．筆界特定制度とは

　 　 本制度が運用されるまでは、筆界（ 境界）に関する紛争の解決は裁判上の境界確定訴訟又は所有権確認訴訟に

　 よる手続しかありませんでした。

　 　 平成１５ 年６月、司法制度改革及び平成地籍整備の流れを受けて、内閣に都市再生本部が設置され筆界をめぐ

　 る紛争を早期に解決すると共に、 地図の整備の促進に寄与するような制度を設けるための法整備が検討されまし

　 た。

　 　 このような経緯から、法務局が境界紛争を迅速に解決する筆界特定制度が創設され、平成１８ 年１月２０日から

　 その運用が開始されました。

２ ．地方公共団体による筆界特定申請

　 　 土地基本法等の一部を改正する法律（ 令和２ 年法律第１２ 号）による不動産登記法（ 平成１６ 年法律第１２３ 号）

の一部改正により 、地籍調査の円滑化・ 迅速化を図る観点から地方公共団体による筆界特定の申請制度（ 不動産

　 登記法第１３１条２ 項）が創設され、地籍調査を現に実施している地方公共団体による筆界特定の代位申請ができ

　 るようになりました。

３ ．筆界特定申請の申請人となる者

　 ① 不動産登記法第１２３ 条第５ 項

　 　 所有権登記名義人等所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一

　 筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題

　 部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

　 ② 不動産登記法第１３１条第２ 項（ 令和２ 年９月２９日施行）

　 　 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界

　 特定登記官に対し、当該土地の筆界（ 第１４ 条第１項の地図に表示されないものに限る。）について、筆界特定の申

　 請をすることができる。

　 ③ 筆界特定手続を代理することができる有資格者

　 　 筆界特定の手続は、現地の調査及び測量に関する専門性が要求されるとともに、一般の法律事件についての素

　 養が要求されていることから 、次の資格を有する者が、業として筆界特定の手続の申請代理業務をすることができ

　 ます。

　 　 １  土地家屋調査士（ 土地家屋調査士法第３ 条第１項第４号）

　 　 ２  弁護士

　 　 ３  簡易訴訟代理等関係業務を行うことにつき認定を受けた司法書士（ 司法書士法第３ 条第２ 項）

　 　 ただし、司法書士ができる手続は、対象土地の価格の合計額の２分の１に１０ ０ 分の５を乗じた額が１４０万円

　 を超えない場合に限られます。

４ ．公共嘱託登記土地家屋調査士協会（ 以下「 協会」という ）と地籍調査

　 ＜協会が地籍調査を受託することについて＞

　 　 平成２３ 年１月３１日付法務省民二第２４５号民事局民事二課長回答により 、 土地家屋調査士法（ 昭和２５ 年法

　 律第２２８ 号）上何ら支障がない旨の通知があり 、全国の協会に積極的に地籍調査事業への参画を啓発しておりま

　 す。

　 　 また令和２ 年９月２９日には、法務省民事局民事第二課より 、地方公共団体が不動産登記法第１３１条第１項又

　 は第２ 項に基づく筆界特定の申請をする場合に、 当該筆界特定手続についての代理や当該手続に必要な書類等

　 を協会が業として受託することは、土地家屋調査士法第６４ 条に違反しないものと解され、地籍調査実施区域内に

　 おいては、公共嘱託登記土地家屋調査士協会も申請代理できる旨の事務連絡を頂きました。

　 　 我々全公連、そして各単位協会は、地籍調査事業における筆界未定地の解消はもとより 、公共工事に伴う調査･

　 測量登記・ 狭あい道路解消などのインフラ整備事業・ 災害時における復旧･復興に向けた支援など、 官公署の皆

　 様のパートナーとして官民協働（ PPP）への取組みを考え日々研鑽に努めておりますので、地元の協会へ是非ご相談

　 ください。
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熊本地震の概要

　 平成２８ 年４月熊本県から大分県を中心とした「 平成２８ 年熊本地

震」は、 １４日（ 前震）と１６日（ 本震）の２度にわたる震度７を観測す

る地震が発生し、余震は、同年４月１６日だけで１ ,２２２ 回、平成３０

年４月３０日までに４ ,４ ８ ４ 回観測され、マグニチュード３ .０ 以上の地

震は１ ,２０ ０ 回を超えた。

　 被害は、死者２７１名が重傷者２ ,８ ０８人、建物の被害、全壊が８ ,
６ ８ ８ 件、半壊が３４ ,７１８ 件、公共物４３９ 棟をはじめ道路や橋の崩

壊や熊本城をはじめとする文化財などに大きな被害を与えた。

　 熊本県調査士会（ 以下「 熊本会」という ）と熊本県公共嘱託登記土

地家屋調査士協会（ 以下「 熊本協会」という ）においては、 ４月１４日

会長を本部長とする「 平成２８ 年度熊本地震災害本部」を立ち上げ今

後の対応に当たった。

　 地震発生後に公共基準点のずれが発生していることが判明したこ

とから、 官公署の担当職員や調査士会員等から、 測量や境界の復

元・ 確認に対し不安が生じる状態になった。

　 ただ、 現実的には広い範囲で平行移動した地区が大部分であり 、

その地域内では基準点と境界点との相対的な異動はなく 、任意座標

として利用が可能なことから、 その地区がどのように移動しているか

を見極めることで基準点として使用できることを確認した。

　 そこで、公共物（ 道路、水路、公園等）との境界の確認する官公署

の相談に応じるため「 熊本協会地震対策委員会」を設置し、地区担当

として、熊本会の支部長、公嘱協会の地区長等を選任し研修会等を

開催するなどして対応に当たった。

　 又、地積測量図の添付が必要な登記申請に関しては、兵庫県南部

地震による土地の水平地殻変動と登記取り 扱いについて平成７年３

月２９日付法務省民三第２５８９ 号「 地震による地殻変動に伴い広範

囲にわたって地表面が水平移動した場合には、 土地の筆界も相対的

に移動したものとして取り 扱う 。なお、局部的な地表面の土砂の移動

（ 崖崩れ等）の場合には、 土地筆界は移動しないものとして取り 扱う 。」とした回答に基づき地積測量図に熊本地震前

の座標であることを明記することで通常どおりに取り 扱われた。

　 熊本協会の独自の復興活動として、益城町、熊本市における熊本地震における木造住宅家屋被害認定の二次調査

及び再調査。

　 熊本地方法務局における、熊本地震による倒壊建物の滅失調査作業、土地の被害状況等実態調査作業、登記所備

付地図精度確認作業、街区単位の修正作業等を行った。

　 今後も被災地益城町における不動産登記法第１４ 条第１項地図の作成作業も予定されている。

※写真「 益城町断層」

※写真「 熊本城飯田丸」

※写真「 全壊した重要文化財阿蘇神社楼門」※写真「 熊本地震により 横ずれした断層による亀裂」

全公連理事（ 熊本協会所属）　 吉村　 秀一
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元東京法務局長　 弁護士 寳金　 敏明

一括譲与財産の管理業務をめぐる法的環境の変化について
（ 一括譲与財産の管理業務に公嘱協会１ が果たすべき役割）

1． 法定外公共物の一括譲与とそれに伴う 財産管理者の交代　
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２ ． 一括譲与後の市町村での財産管理の現状― 登記・ 官民境界確定事務の不実施

３ ． 一括譲与財産についての境界確定・ 登記等をしないことの法律上の問題点
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(3) 土地基本法の改正に伴う 市町村の責務の強化



公嘱協会 2021 32

４ ． 一括譲与財産の管理に係る公嘱協会16 の役割
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㋐ ㋑ ㋒ ㋑
㋐ ㋒

㋐ ㋒
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無断転載、 無断複製を禁止し ます。
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全公連に加盟する公共嘱託登記土地家屋調査士協会所在地一覧

〒
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協会名

（ 公社） 愛媛県
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（ 公社） 埼 玉

（ 公社） 千葉県

（ 公社） 茨城県

（ 公社） 栃木県

（ 公社） 群馬県

（ 公社） 静岡県

（ 公社） 山梨県

（ 公社） 長野県

（ 公社） 新潟県

（ 公社） 大 阪

（ 公社） 京 都

（ 公社） 兵庫県

（ 公社） 奈良県

（ 公社） 滋賀県

（ 公社） 和歌山県

（ 公社） 愛知県

（ 公社） 三重県

（ 公社） 岐阜県

（ 公社） 福井県

（ 公社） 石川県

（ 公社） 富山県

（ 公社） 広島県

（ 公社） 山口県

（ 公社） 岡山県

（ 公社） 鳥取県

（ 公社） 島根県

（ 公社） 福岡県

（ 公社） 佐賀県

（ 公社） 長崎県

（ 公社） 大分県

（ 公社） 熊本県

（ 公社） 鹿児島県

（ 公社） 宮崎県

（ 公社） 沖縄県

（ 公社） 宮城県

（ 公社） 福島県

（ 公社） 山形県

（ 公社） 秋田県

（ 公社） 青森県

（ 公社） 札 幌

（ 一社） 函 館

（ 公社） 旭 川

（ 公社） 釧 路

（ 公社） 香川県

（ 公社） 徳島県

（ 公社） 高知県

協 会 事 務 所 所 在 地

横浜市西区楠町18

さいたま市浦和区高砂2丁目3番4号201

千葉市中央区中央港一丁目23番25号

水戸市大足町1078番地の1

宇都宮市小幡1丁目4番25号

前橋市鶴光路町19番地2　 群馬土地家屋調査士会館内

静岡市駿河区曲金六丁目16番10号 静岡県土地家屋調査士会館2階

甲府市国母八丁目13番30号

長野市大字南長野妻科399番地2 長野県土地家屋調査士会館4階

新潟市中央区明石二丁目2番20号 明石ビル101号

大阪市中央区船越町1丁目3番6号 フレッ ク ス大手前

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地 京都土地家屋調査士会館3階

神戸市中央区下山手通五丁目7番6号

奈良市杉ヶ町47番地3

大津市梅林二丁目1番28号 アク ティ 大津 3Ｆ

和歌山市四番丁7番地

名古屋市中区新栄二丁目2番1号 イノ フィ ス6階

津市西丸之内21番19号

岐阜市田端町１ 番地の12

福井市下馬二丁目314番地

金沢市新神田三丁目9番28号

富山市安田町3番3号

広島市東区二葉の里一丁目2番44-301号

山口市惣太夫町2番2号 山口県土地家屋調査士会館2階

岡山市北区南方2丁目1番6号 岡山県土地家屋調査士会館1階

鳥取市西町一丁目314番地1

松江市末次本町91番地2

福岡市中央区舞鶴三丁目3番13号

佐賀市城内二丁目11番10-1号

長崎市万才町6番34号 第5森谷ビル303号室

大分市城崎町二丁目3番10号 司調会館1階

熊本市中央区渡鹿三丁目14番21号 熊本県調査士会館3階

鹿児島市鴨池新町1番3号

宮崎市旭二丁目2番2号 土地家屋調査士会館2階

那覇市泉崎二丁目1番地4 大建ﾊー ﾊ゙ ﾋーﾞ ｭ ﾏーﾝｼｮﾝ301

仙台市青葉区二日町18番3号

福島市浜田町4番16号

山形市緑町一丁目4番35号

秋田市山王六丁目1番13号 山王プレスビル4階

青森市勝田一丁目1番15号 青森県土地家屋調査士会館内

札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ればれビル8階

函館市千歳町21番13号 桐朋会館3階

旭川市二条通十七丁目465番地1

釧路市宮本一丁目2番4号

高松市丸の内9番29号

徳島市出来島本町二丁目42番地5

高知市越前町二丁目7番11号

松山市南江戸一丁目4番14号

電話番号

(045)316-0455

(048)824-6038

(043)204-2525

(029)259-7402

(028)624-9695

(027)289-9822

(054)203-6833

(055)228-1515

(026)232-3301

(025)378-5601

(06)6942-9251

(075)222-2155

(078)371-4630

(0742)25-0122

(077)525-8869

(073)425-2907

(052)212-7536

(059)226-0863

(058)248-1895

(0776)33-2731

(076)291-0408

(076)433-9922

(082)568-2424

(083)923-5115

(086)223-8967

(0857)24-9977

(0852)27-8570

(092)715-2065

(0952)23-4131

(095)824-0398

(097)534-6336

(096)372-5366

(099)256-0336

(0985)22-8885

(098)854-1532

(022)263-0388

(024)525-1055

(023)625-4976

(018)867-2188

(017)777-3060

(011)232-5040

(0138)26-5883

(0166)23-5066

(0154)44-7772

(087)823-8882

(088)623-7275

(088)823-8988

(089)935-8933

昭和61. 1.29

昭和61. 1. 7

昭和61. 1.28

昭和61. 2.18

昭和61. 1.23

昭和61. 2.10

昭和61. 1.13

昭和61. 1.14

昭和61. 1. 4

昭和60.12.16

昭和61. 1.28

昭和61. 1.29

昭和60.11. 5

昭和61. 1.11

昭和61. 1.29

昭和61. 1.17

昭和61. 1.23

昭和61. 1. 6

昭和61. 2.13

昭和61. 1.14

昭和61. 2.12

昭和61. 2.12

昭和60.12.20

昭和61. 1.14

昭和60.12.21

昭和60.12.19

昭和61. 2.12

昭和60.12.20

昭和61. 1.30

昭和61. 1.21

昭和60.12.27

昭和61. 1.23

昭和61. 1.28

昭和61. 2.10

昭和61. 1.31

昭和61. 1.17

昭和60.12.12

昭和61. 1.31

昭和60.12.19

昭和61. 1.13

昭和60.12.12

昭和60.12.13

昭和60.12.16

昭和60.12.23

昭和60.12.28

昭和60.12. 7

昭和60.12. 5

昭和61. 1.24

設立年月日 社員数

192

248

250

101

86

164

344

124

207

134

200

161

245

113

139

121

426

173

230

57

127

114

154

99

165

55

70

330

49

112

91

184

199

127

101

162

140

80

020-0816（ 公社） 岩手県 盛岡市中野一丁目20番33号 (019)625-3200 昭和61. 1.13 119

95

52

115

25

36

43

133

90

94

180


